
要介護認定
申請の受付、
申請書の提出

居宅介護支援
事業所

かりん

サービスの
再評価と

サービス計画の
修正等

居宅介護
サービス事業所、
介護保険施設の
紹介、福祉用具貸与、
介護保険対象外
サービスの
紹介

サービス計画に
基づいた

サービス提供の
管理

指定介護保険
サービス

提供事業所との
連絡調整居宅介護

サービス計画作成、
サービス担当者
会議で要介護者が
受けるサービスの

検討

ご利用できる方

利用料金

利用日時

サービス提供地域

要支援 1～ 2・要介護 1～ 5と判定された方。
※介護相談・介護保険の申請手続き、住宅改修相談など随時承ります。
　お気軽にご相談ください。（費用はかかりません。）

ケアプラン作成料は介護保険から全額支給されますので、
ご利用者の負担はございません。
月～金 8：30～ 17：30 （12月 30日～ 1月 3日、祝日除く）

小平市、東大和市、立川市、東村山市、国分寺市全域。

困っていることがございましたら、お気軽にご相談ください。

サービス内容


